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平成２８年４月２６日 

東 北 電 力 株 式 会 社 
 
 

東通原子力発電所の現在の状況について 
 
 
１．運転状況 

 平成２３年２月６日より第４回定期検査を実施中 
 
 
２．電気出力（ 平成２８年１月 ～ 平成２８年３月 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
３．その他 

（１）東通原子力発電所１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）からの軽油漏えいに

ついて 

 平成２８年４月１４日，東通原子力発電所１号機の原子炉建屋（管理区域外）にお
いて，１０時０２分頃から，非常用ディーゼル発電機（Ａ）の定期試験を行ってい
たところ，１０時５８分頃，燃料循環ポンプ付近に設置されている圧力調整弁から
軽油が漏えいしていることを確認しました。 

 その後，１０時５９分頃，非常用ディーゼル発電機（Ａ）を停止し，１１時１１分
頃に当該圧力調整弁上流側に設置されている弁を閉じ，軽油の漏えいが停止したこ
とを確認しました。 

 軽油の漏えい量は約２５リットルと推定しております。 

 今後，詳細な原因調査を進めるとともに，原因分析を踏まえた再発防止対策を策定
してまいります。 

 本事象については，青森県および東通村と定める「東通原子力発電所におけるトラ
ブル等対応要領」におけるＡ情報のうち「事業所内の消防法に基づく危険物の流出」
に該当するものと判断し，直ちに関係箇所へ通報連絡を行っております。 

 なお，東通原子力発電所１号機の電源については，外部電源（３回線）により確保
されており，非常用電源については，非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ならびに大容
量電源装置が稼働可能な状態となっておりました。 
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（２）当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に係る調査結果等について 

 当社は，平成２８年１月６日に原子力規制委員会より当社を含む発電用原子炉設置
者等に対して発出された，不適切なケーブル敷設の有無の調査等に係る指示文書の
内容を踏まえ，ケーブルの敷設状態について調査を進めてまいりました。 

 調査の結果，東通原子力発電所において，中央制御室床下における分離板の損傷等
が１４箇所，ならびに現場ケーブルトレイにおけるケーブルの不適切な敷設が９本
確認されました。 

 当社は，東通原子力発電所および女川原子力発電所におけるケーブル敷設に係る調
査結果等を取りまとめ，平成２８年３月２９日に原子力規制委員会へ報告しており
ます。 

 不適切な敷設状態が確認された箇所の是正は概ね完了しておりますが，引き続き計
画的に是正を進めるとともに，原因分析を踏まえた再発防止対策を確実に実施して
まいります。 

 

（３）東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の追加実施について 

 当社は，東通原子力発電所の敷地内断層について，新規制基準適合性審査での説明
性向上を図るため，昨年１０月より補足調査を実施しておりますが，このたび，調
査範囲を拡大し，調査項目の追加を行うことといたしました。 

 東通原子力発電所の敷地内断層については，昨年１１月に開催された新規制基準適
合性に係る審査会合において，原子力規制委員会から，今後の審査の進め方やデー
タ拡充の必要性に関するコメントを受けております。 

 当社は，今後の審査に的確に対応していくため，地下構造や断層破砕部等に関する
データのさらなる拡充を目的として，調査項目の追加などを行います。 

 具体的には，敷地北方の海域等において，「海上音波探査」や「海陸連続探査」を実
施し，敷地内外の断層の地下深部の構造を確認いたします。 

 また，敷地内断層の一部や，隣接する東京電力ホールディングス㈱所有地内など敷
地近傍の断層において，「ボーリング調査」を追加実施し，断層破砕部から採取した
試料の詳細分析により，断層の活動年代を特定いたします。 

 調査期間は平成２８年４月１１日から４カ月程度を予定しており，調査結果につい
ては，今後の審査会合で説明していくこととしております。 

 

（４）「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について 

 当社は，原子力災害対策特別措置法に基づき，青森県知事，東通村長との協議を経
て，「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し，平成２８年３月２８
日に，内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。 

 今回の主な修正点は，以下のとおりです。 

 緊急作業時の被ばくに関する規制に関する関係規則等の改正に伴い，原子力災害
が発生した場合に，直ちに事象の収束に向けた業務を行う原子力防災要員を増員。
また，原子力防災資機材の配備数等を追加。 

 防災基本計画等の改正に伴い，原子力災害発生時の通報連絡先および通報連絡様
式を変更。 

 当社は，今後とも，原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。 
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（５）当社原子力発電所の緊急時対策所の設計見直しについて 

 当社は，東通原子力発電所１号機の緊急時対策所について，新規制基準適合性審査
におけるこれまでの議論により，設計条件が具体的となったことを踏まえ，整備す
る設備の仕様や建物構造の設計の見直しに向けた検討を進めてまいりました。 

 その結果，緊急時対策所について，電源・空調設備等の耐震強化や，建物内の加圧
用ボンベの追加配備を行うほか，建物の壁を厚くし，遮へい機能を強化するなど，
設計の一部を見直すこととしました。 

 また，これら設備・建物の設計見直しや重量の増加を踏まえ，建物構造についても
検討した結果，原子炉施設での採用実績が多く，これまでの設計の経験や技術的知
見も豊富な「耐震構造」に建物の構造を見直すこととし，より確実に安全確保を図
っていくこととしました。 

 当社は，今後とも，新規制基準への適合性にとどまらず，安全性向上の観点から重
要であると判断した対策については自主的に取り入れ，原子力発電所の安全レベル
の向上のための取り組みを継続してまいります。 

 

 

以 上 

 

 

 

（別紙１）東通原子力発電所１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）からの軽油漏え

い箇所（概要図） 

（別紙２）当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に係る調査結果について 

（別紙３）東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の追加実施について 

 
詳細については，当社ホームページから確認することができます。(http://www.tohoku-epco.co.jp/) 
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東通原子力発電所１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）からの軽油漏えい箇所（概要図） 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機（Ａ）

各シリンダーへ
軽油供給

燃料循環ポンプ

①圧力調整弁から

軽油が漏えいしている
ことを確認

②非常用ディーゼル発電機（Ａ）室
内に軽油約２５リットルが漏えいし
ていることを確認

東通原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）からの軽油漏えい箇所（概要図）

③圧力調整弁上流側に
設置されている弁を全
閉にし，軽油漏えいが
停止したことを確認

各シリンダーからの
戻りの軽油

別紙１ 
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当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に係る調査結果について

１．調査の視点

中央制御室の床下に敷設している分離板・ケーブル、および現場の機器から中央制御室間の

ケーブルを収納するトレイ（以下、「現場ケーブルトレイ」という。）に敷設されているケーブル
について、以下の視点から調査した。

① 中央制御室床下の分離板の設置位置・設置状況（分離板の損傷等の有無）。

② 中央制御室床下または現場に敷設されているケーブルが、以下のうち、いずれかの敷設状態
（異区分跨ぎ）となっていないか。

• 非安全系の電力ケーブルが、１つの安全系区分に跨いで敷設されている
• 非安全系ケーブルが、複数の安全系区分に跨いで敷設されている
• 安全系ケーブルが、異なる安全系区分に跨いで敷設されている

２．調査結果

注１：以下のうち、いずれかの敷設状態となっているケーブルを指す。

非安全系の電力ケーブルが、１つの安全系区分に跨いで敷設されている
非安全系ケーブルが、複数の安全系区分に跨いで敷設されている
安全系ケーブルが、異なる安全系区分に跨いで敷設されている

注２：女川１号機の中央制御室床下は、他号機と床下の構造が異なることから、現場ケーブル
トレイに敷設しているケーブルとして調査を実施。

注３：上表における異区分跨ぎのケーブル（合計４１本）については、女川１号機の現場ケー
ブルトレイにおいて確認された１５本のうち１４本は電力ケーブル、それ以外は全て制
御・計装ケーブルとなっている。

３．安全上の影響評価結果等

（１）安全上の影響評価結果

分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設状態が確認されたため、同状態による安全上の
影響評価を実施した結果、以下の理由から、安全系の機能を損なわないことを確認した。

① 安全上影響を及ぼす可能性のあるケーブル（注４）は、難燃性素材の使用や、保護装置
の設置により、過電流に伴う火災の発生防止を図っている。

② これらのケーブルは制御・計装ケーブルであり、万が一、そのケーブルにおいて火災が
発生しても、周囲に延焼する前に自ら断線することから、想定される延焼範囲は限定的
である。

注４：左表における異区分跨ぎのケーブルのうち、非安全系ケーブルが複数の安全系区分
に跨いで敷設されているもの、または安全系ケーブルが異なる安全系区分に跨いで敷
設されているものを、安全上影響を及ぼす可能性があるケーブルとして評価している。

（２）旧技術基準への適合性

旧技術基準（※）では、火災により原子炉の安全性が損なわれないよう「①火災の発生防
止」「②火災の検出・消火 」「③火災の影響軽減」を適切に組み合わせた措置を講じること
を求めており、当社原子力発電所の中央制御室床下においては、以下の措置を講じていた。

①「火災の発生防止」
⇒ 中央制御室床下のケーブルは、難燃性の制御・計装ケーブルである。

②「火災の検出・消火」
⇒ 中央制御室には運転員が常駐し、同室内に火災感知器を設置していることから、

床下での火災の検知・消火が可能である。
③「火災の影響軽減」

⇒ 分離板により、複数の安全系ケーブルを物理的に分離している。

今回、女川２、３号機の中央制御室床下部において確認された事象の一部のように、上記
③の措置を満足しない場合においても、上記①および②の措置を満足していることから、万
が一、中央制御室床下において火災が発生した場合でも複数の安全系ケーブルへの延焼は防
止できるものと考えていた。

一方、他社における同様の事象に対し原子力規制委員会より示された見解を踏まえると、
火災の早期検知に対する厳密かつ実効性のある対策という以下の観点から、このたび女川２、
３号機の中央制御室床下において確認された事象の一部は、上記②の措置を満足しないこと
から、旧技術基準に適合している状態にあったとは言えないと考えている。

• 現状、中央制御室床下に火災感知器は設置されておらず、中央制御室の運転員が異常
を認識しても、直ちに出火源を特定し、消火を行うことが困難と考えられる。

なお、現場には、消防法に基づき火災感知器を設置していることから、今回、女川１号機
および東通１号機の現場ケーブルトレイに不適切な状態が確認されたものの、直ちに対象エ
リアを特定し、消火を行うことが可能であると考えている。

※平成２５年７月８日の新規制基準施行前の技術基準（「発電用原子力設備に関する技術基
準を定める省令（省令６２号）」）

以 上

発電所
号
機

中央制御室床下
現場

ケーブルトレイ

①分離板の損傷
等（枚）

②異区分跨ぎの
ケーブル注１（本）

②異区分跨ぎの

ケーブル注１（本）

女川

１ ―注２ ―注２ １５

２ １２５ １４ ０

３ ３８ ３ ０

東通 １ １４ ０ ９

合 計 １７７ １７注３ ２４注３

調査の結果、中央制御室床下における分離板の損傷等が合計１７７枚、ならびに中央制御室
床下または現場ケーブルトレイにおけるケーブルの不適切な敷設が合計４１本確認された。

別
紙
２
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当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設事例

《中央制御室の床下》

【事例①】 分離板が適切に設置されていなかった事例

［本来の状態］ 分離板は損傷等がなく適切な位置に設置されている

［今回の事例］ 安全系ケーブルへの火災時の延焼を防護する分離板が、未設置、撤去、損傷等があ
る状態のため、隣接する区分間の火災防護上の分離がなされていない

【東通１号機の事例】

非安全系区分
（分離板の下の空間）

安全系区分
（分離板の上の空間）

分離板が未設置

分離板

安全系
ケーブル

【事例②】 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されていた事例

［本来の状態］ 非安全系ケーブルは非安全系区分に敷設されている

［今回の事例］ 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されている状態のため、安全系
区分間の火災防護上の分離がなされていない

【女川３号機の事例】 安全系区分Ⅰ

安全系区分Ⅱ
（安全系区分Ⅰの左隣）

非安全系区分
（安全系区分Ⅰの右隣）

非安全系ケーブル

分離板

分離板

非安全系ケーブルが分離板を貫通し、
安全系区分Ⅰおよび同区分Ⅱを跨いでいる状態

《現場ケーブルトレイ（中央制御室の床下以外）》

【事例③】 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されていた事例

［本来の状態］ 非安全系ケーブルは非安全系区分に敷設されている

［今回の事例］ 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されている状態のため、安全系
区分間の火災防護上の分離がなされていない

【女川１号機の事例】

安全系区分Ⅰケーブルトレイ

安全系区分Ⅱケーブルトレイ非安全系区分ケーブル

非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設さ
れている状態

［参考］ ケーブルの不適切な敷設による影響（例）

安全系
区分Ⅰ

非安全系
区分

［不適切な敷設状態例］
 分離板の損傷等
 非安全系ケーブルが複数の安

全系区分に跨いでいる
↓

万が一、安全系区分Ⅱケーブル
（赤色）または非安全系ケーブル
（青色）で火災が発生した場合、隣
接する安全系区分Ⅰケーブル（緑
色）まで影響を受ける可能性があ
る

安全系区分Ⅰケーブル

安全系区分Ⅱケーブル

不適切なケーブル
（非安全系区分ケーブル）

分離板

安全系
区分Ⅱ

事例①

事例
②、③
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原因分析と再発防止対策

実
施

結
果
確
認

調
達

計
画

［プラントメーカー・施工会社に対し］

 分離板・ケーブルの「敷設状態の確認」のルールを定めていなかった

［当社とプラントメーカー・施工会社ともに］

 ケーブル敷設に伴う「設備全体の機能確認」や「敷設状態の確
認」など、統合的な管理を行うルールを明確にする

［プラントメーカー・施工会社に対し］

 分離板・ケーブル工事後の「敷設状態の確認」を要求

 分離板・ケーブルの「敷設状態」に関する工事管理において、

「敷設計画の確認」をしていない

 分離板・ケーブルの「敷設状態」に関する工事管理において、

「敷設結果の確認」をしていない

［当社とプラントメーカー・施工会社が］

 工事後に分離板・ケーブルの「敷設状態を確認」

（記録や現場立会いによる確認）

［当社とプラントメーカー・施工会社が］

 工事前に分離板・ケーブル敷設に関わる工事内容の事前確認

-分離板の脱着・加工の有無

-ケーブルの敷設ルート

［工事工程］

 ケーブルの敷設にあたっては、系統間の分離を考慮した設計・施工を行うことを、プラ
ントメーカー・施工会社へ要求していた

 その上で、ケーブル敷設後の「設備全体としての機能確認」に重点を置いた工事管理
を実施しており、分離板・ケーブルの敷設状態の確認については管理していなかった。

【根本対策】

《原因分析》 《再発防止対策》

【根本原因】

【直接対策】【直接原因】

分離板・ケーブルの不適切な敷設
［注］発電所建設時やその後の改良工事の段階で発生
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１．敷地内断層に関する適合性審査の状況と補足調査の実施 

東通原子力発電所の敷地内断層に関しては，原子力規制委員会「東北電力東通原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合」（以下,

「有識者会合」という。）が平成２７年３月に「評価書」をまとめたことから，平成２７年６月からは審議の場が適合性審査へと移りました。 

適合性審査において，有識者会合で示したデータに加えて，断層破砕部の分析による断層の活動年代の特定など新たな手法によって，さらなる

説明性向上を図るため，平成２７年１０月より敷地内断層に関する補足調査を実施してまいりました。  

その中で，平成２７年１１月に敷地内断層に関しては初回となる審査会合が開催され，当社は敷地内断層に活動性はなく新規制基準に適合して

いることを説明し，原子力規制委員会から，審査の基本的な進め方やデータの拡充などに関するコメントを受けました。 

２．審査会合を踏まえた補足調査の追加実施 

審査会合を経て審査上の論点が明確になってきたことから，データ拡充の必要性に関するコメントへ対応し，早期にかつ確実に審査を進めるた

め，今般，補足調査の項目や範囲を拡大いたします。 

具体的には，断層が地震を起こすものかどうかを評価するため，海上音波探査などによる地下構造の調査を新たに実施するほか，断層の活動年

代を特定するため進めてきた，断層破砕部を採取するボーリング調査の本数追加などを行います。調査期間は平成２８年４月から４カ月程度の予

定です。なお，東京電力ホールディングス㈱の所有地内で実施するボーリング調査を含めて，一部調査は同社と共同で行う計画です。 

 

東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の追加実施の概要 
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東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の追加実施について 

評価の視点

活動性を
評価する断層

後期更新世以降の地形と地層 地下構造 断層破砕部

変動地形の有無等 後期更新世以降の地層と
第四系変状

深部への連続性 地下構造等
破砕部の固結・
岩石化等

活動年代等

重要施設の設置地盤

の断層

ｆ－１

ｆ－２

ｍ－ａ

重要施設の設置地盤

以外の断層

Ｆ－１

ｆ －ａ

Ｆ－２

F－３

F－４

Ｆ－８

Ｆ－９

Ｆ－１０

空中写真判読等

･空中写真の判読やト

レンチ調査から断層活

動による変動地形が

ないことを確認した

ボーリング・トレンチ
調査等

・トレンチ調査等から，

断層上の地層の変形

等は，断層活動ででき

たような特徴はないこ

とを確認した

反射法地震探査等

・地下探査等により，断

層が地下500～1000m

付近で傾斜が緩くなり，

深部へ連続しないた

め震源断層ではない

ことを確認した

海上音波探査
海陸連続探査
 地表踏査・露頭調査

• 下北半島の海上から

陸上まで連続した探

査によって，地震が

起きる地下深部から

地表まで続く断層等

がないことを確認す

る

• 断層が地下深部へ

連続しないため，震

源断層ではないこと

を確認する

東京電力ホールディン
グス㈱と共同実施

断層破砕部
ボーリング

・ボーリング等により断

層の深部が固結・岩

石化して動いていない

ことを確認した

断層破砕部の分析
変質鉱物脈の調査

• ボーリング等で採取
した断層破砕部を分
析し活動年代を特定
する（ｆ－１，ｍ-ａ）

• ボーリング等で確認

する断層と変質鉱物
脈の関係から活動年
代を特定する（ｆ－２）

断層破砕部の分析

• ボーリング等で採取
した断層破砕部を分
析し活動年代を特定
する

一部 東京電力ホール
ディングス㈱と
共同実施

◆ これまでの補足調査に新たに追加する調査 ● これまでの補足調査の数量増加や手法を変更する調査有識者会合対応までの調査
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海陸連続探査で使用する起震車（イメージ）

海上音波探査（イメージ）

東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の追加実施の概要

補足調査の追加実施内容

調査項目 調査概要

海上音波探査
地表踏査・露頭調査

敷地から海域にかけて連続する地下構造を確
認するため，敷地北側では海上音波探査を，敷
地南側では露頭調査等を行う。

海陸連続探査
敷地内断層の地下構造を複数の断面で高い精
度で確認するため，敷地から前面海域まで連続
して地下探査を行う。

断層破砕部の分析
(ボーリング調査等)

ボーリング等によって採取した断層破砕部を分
析し，断層の活動年代を特定する。（ｆ－１断層，
ｍ―ａ断層，その他Ｆ断層）

変質鉱物脈の調査
(ボーリング調査等）

変質鉱物脈の分析，ボーリング等で確認される
断層と変質鉱物脈の関係から断層の活動年代
を特定する。（ｆ－２断層）

海上音波探査・海陸連続探査の範囲
海上音波探査の測線
海陸連続探査の測線

地表踏査・露頭調査の範囲

断層破砕部採取ボーリングの範囲

変質鉱物脈調査箇所

※ 調査の範囲や測線は現時点での計画
であり，変更となる場合があります。

補足調査の追加実施に関する調査項目と調査範囲（計画）

拡大範囲１

凡 例

出典：国土地理院ウエブサイト
http://maps.gsi.go.jp/#12/41.281935/141.434555
http://maps.gsi.go.jp/#12/41.221019/141.468201
「地理院地図（電子国土Web）データ」（国土地理院）
をもとに東北電力株式会社作成

拡大範囲１

拡大範囲２

拡大範囲２

東北電力㈱
東通原子力発電所

東京電力ホールディングス㈱
所有地

原子炉建屋
設置位置

ｍ－ａ断層

ｆ－１断層

ｆ－２断層

東北電力㈱
東通原子力発電所

東京電力ホールディングス㈱
所有地

出典：国土地理院ウエブサイト
http://maps.gsi.go.jp/#13/41.179946/141.392155
「地理院地図（電子国土Web）データ」（国土地理院）
をもとに東北電力株式会社作成

拡大範囲２

下北半島
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